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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年１月１２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１１月３０日（火） １１時４５分ごろ 

発生場所 大阪府岬町多奈川小島沖 和歌山市所在の地ノ島灯台から真方位０３８°

３,９４５ｍ付近  

（概位 北緯３４°１９.６′ 東経１３５°０５.１′） 

事故調査の経過  平成２３年１月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第三大黒
だいこく

丸、４４７トン 

   １４０６１１、有限会社田中海運 

   住友金属物流株式会社（運航者） 

   ６７.４２ｍ×１３.００ｍ×６.９０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１９年７月３１日 

Ｂ モーターボート 海遊
かいゆう

、２.９２トン 

   ２５０－８６４１大阪、個人所有 

   ９.２２ｍ（Lr）×２.２３ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、２５.７４kＷ、昭和５５年１０月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ 男性 ６１歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成６年４月１１日 

   免 状 交 付 年 月 日 平成２０年１０月２１日 

   免状有効期間満了日 平成２６年４月１０日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５０歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成７年７月１３日 

   免許証交付日 平成２２年４月１３日 

          （平成２７年７月１２日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ バルバスバウに擦過傷 

Ｂ 全損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、阪神港尼崎西宮芦屋

区を出港し、航海士Ａが出港操船を終えた船長Ａから単独の船橋当直を引

き継ぎ、１１.０ノットの対地速力で自動操舵により南西進した。 

 航海士Ａは、右舷前方約１,３００ｍで前路を左方に通過するプレジャー
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ボートの動向に注意を向けていたところ、同プレジャーボートが無事通過

したことから、前路には他船はいないと思い、航行を続けた。 

 航海士Ａは、平成２３年１１月３０日１１時４５分ごろ、「ドーン」と

いう音を聞き、操舵室から周囲を見渡したが、何もなかったので、そのま

ま続航した。 

 船長及び他の乗組員は、衝撃を感じて昇橋し、船首部で押されているＢ

船を認め、機関を停止してＢ船の状態を確認したところ、Ｂ船船長が見当

たらず、Ｕターンして捜索に当たるとともに海上保安庁へ連絡した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣りのために多奈川小島沖で機関を

中立にし、船首を北東に向けて漂泊していた。 

船長Ｂは、周囲に他船を見掛けなかったので、右舷船尾で太刀魚釣りの

仕掛けを準備していたところ、至近に迫ったＡ船に気付き、大声を出して

両手を振ったものの、Ａ船の船首部がＢ船の左舷中央部に衝突した。 

 船長Ｂは、衝突直後に海中へ飛び込み、付近を航行中のタンカーに発見

され、連絡を受けた海上保安庁により救助された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

 その他の事項  Ａ船は、前部甲板上にあるマストとクレーンにより死角を生じており、

船橋当直者は、操舵室内を左右に移動することで船首方の死角を補う必要

があったが、航海士Ａは操舵輪の前に立って余り左右に移動していなかっ

た。 

 Ａ船は、オフセンターで２海里レンジに設定したレーダーを使用中であ

った。 

 船長Ｂは、自動膨張式の救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、多奈川小島沖を南西進中、航海士Ａ

が、衝突直前にＡ船の前路を左方に通過したプレ

ジャーボートの動向に注意を向け、前路に他船が

いないと思い込み、船首死角を補う適切な見張り

を行っていなかったことから、前路で漂泊中のＢ

船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

 Ｂ船は、多奈川小島沖で漂泊中、船長Ｂが、釣

りの仕掛けの準備を行い、見張りを行っていなか

ったことから、接近するＡ船に気付かず、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、多奈川小島沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が漂泊中、航

海士Ａが船首死角を補う適切な見張りを行わずにＢ船へ向けて航行し、ま

た、船長Ｂが、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考 本事故後、Ａ船運航者は、多奈川小島沖と和歌山下津港との間は、船橋

当直を二人体制で行うことにした。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ
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る。 

・レーダーを有効に活用するなどの死角を補う適切な見張りを行うこ

と。 

 




